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平成 23 年 12 月 14 日 
運 輸 安 全 委 員 会 

 
遊漁船しぶさき１０号沈没事故に係る勧告に基づく措置の完了報告について 

 
運輸安全委員会は、平成 21 年 11 月 28 日に長野県諏訪市諏訪湖東岸沖で発生

した遊漁船しぶさき１０号沈没事故の調査において、平成 23 年 9 月 30 日に事

故調査報告書の公表とともに原因関係者である株式会社しぶさきに対して別添

１のとおり勧告を行い、勧告に基づく措置の状況（実施計画書）について、別

添２のとおり同社から報告を受けていたところですが、今般、別添３のとおり

同社から勧告に基づく措置の完了報告を受けましたのでお知らせします。 
 なお、同社からの完了報告は勧告に沿ったものとなっています。 
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運 委 参 第 ３ ０ ８ 号 

平成２３年９月３０日 

 

  株式会社しぶさき 

     代表取締役 殿 

 

                       運輸安全委員会 

                        委員長 後藤 昇弘 

 

遊漁船しぶさき１０号沈没事故に係る勧告について 

 

本事故は、貴社が、遊漁船しぶさき１０号の船底外板を開口して釣り穴を設ける

改造を行い、日本小型船舶検査機構による改造に係る臨時検査を受検せず、その後

も改造を隠して中間及び定期検査を受検し、釣り穴の筒の上端から浸水する危険性

を認識しながら同船を運航していたため、釣り穴の筒の上端から浸水するとともに、

船内への波の打ち込みによってビルジが増加し、浮力を失って沈没したことにより

発生したものと考えられる。 

これらの事態は、貴社の釣り客の輸送等を行う事業者としての安全に対する意識

の低さから引き起こされたものと考えられる。 

 

このことから、当委員会は、本事故調査の結果を踏まえ、釣り客の安全を確保す

るため、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、下記

の措置をとることを勧告する。 

 なお、この勧告に基づき講じた措置について、同法同条第２項の規定に基づき、

文書をもって報告されたい。 

 

記 

 

貴社は、全社をあげて旅客及び船舶の安全確保に関する意識の高揚を図り、船舶検

査を適切に受検するなどして所有する船舶の堪航性を確保し、また、釣り客への救命

胴衣の着用を徹底して安全を確保する対策を講じること。 
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運輸安全委員会 委員長定例記者会見(平成23年12月14日) 資料４関連

遊漁船しぶさき１０号沈没事故に係る勧告に基づく措置の完了報告について

◇本事故の概要(H21 4 30発生)

[本事故 原因分析] (調査報告書 表 H23 9 30)

◇本事故の概要(H21.4.30発生)
遊漁船しぶさき１０号は、諏訪湖東岸の初島沖において、船長が１人で乗り組み、釣り客１２人及び船

長の家族の児童１人を乗せてワカサギ釣りの筏に向けて西南西進中、船底外板を開口して設けていた釣り
穴の筒の上端などから浸水し、平成２１年１１月２８日１１時３５分ごろ沈没した

乗船者は、全員が付近を航行中の遊覧船等に救助されたが、釣り客３人が打撲傷を負った

[本事故の原因分析] (調査報告書公表日:H23.9.30)

◆本事故は、本船が、諏訪湖東岸の初島沖において、右舷船首に風と波を受けながら西南西進中、船底外板を開
口して釣り穴を設けた改造に係る検査を受検せずに運航されていたため、本件釣り穴の筒の上端から浸水すると
ともに、船内に波が打ち込んでビルジが増加し、浮力を失って沈没したことにより発生したものと考えられる。

◆本船が 船底外板を開口して釣り穴を設けた改造に係る検査を受検せずに運航されていたのは 株式会社しぶ

[同社に対する勧告内容（別添１）] (H23.9.30)

◆本船が、船底外板を開口して釣り穴を設けた改造に係る検査を受検せずに運航されていたのは、株式会社しぶ
さき（同社）が、釣り客の輸送等を行う事業者としての安全に対する意識が低かったことによるものと考えられる。

同社は、全社をあげて旅客及び船舶の安全確保に関する意識の高揚を図り、船舶検査を適切に受検するなどして所有する船舶の堪航性を確保し、
また 釣り客 の救命胴衣の着用を徹底して安全を確保する対策を講じること

[同社から提出された完了報告（別添３）] (H23.11.29)

また、釣り客への救命胴衣の着用を徹底して安全を確保する対策を講じること。

[同社から提出された実施計画（別添２）] (H23.10.21)

１ 全社をあげて旅客及び船舶の安全確保に関する意識の高 ①安全重点施策を定め 全社をあげて安全第 に取り組む（安全重点施１．全社をあげて旅客及び船舶の安全確保に関する意識の高
揚を図ること（実施計画）
①安全重点施策を定め、全社をあげて安全第一に取り組む
②緊急時の訓練を実施する

①安全重点施策を定め、全社をあげて安全第一に取り組む（安全重点施
策の社内掲示、ミーティングの実施と記録、運航前の始業点検表による
チェック、ヒヤリハット報告による改善など）

②緊急時の訓練を実施する（想定される事故によるミーティングの実施、安
全対策・事故防止資料の活用、模擬的訓練の実施など）

２ 船舶検査を適切に受検するなどして所有する船舶の堪航

３ 釣り客 の救命胴衣の着用を徹底して安全確保する対策

２．船舶検査を適切に受検するなどして所有する船舶の堪航
性を確保すること（実施計画）
①保有船舶リストの一覧リストの見直し
②船舶台帳の作成

①保有船舶リストの一覧リストの見直し（船舶の検査時期の確認をしやすく
するため保有船舶一覧を作成管理）

②船舶台帳の作成（保有する船舶について個々に船舶管理台帳を作成し、
修理等の経過等を記録し検査の時の資料にする）

３．釣り客への救命胴衣の着用を徹底して安全確保する対策
を講じること（実施計画）
①救命胴衣着用の看板を掲示
②乗船前の着用呼びかけと乗船時の着用確認

①救命胴衣着用の看板を掲示（店内および桟橋入口に掲示）

②乗船前の着用呼びかけと乗船時の着用確認（受付の際に着用指導、案
内スタッフが着用指導、船長は出船時確認、パトロール時に確認・指導）


